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道の駅津和野温泉なごみの里 ZEB 化改修事業 

設計業務特記仕様書 

 

Ⅰ 業務概要 

 １ 名称  道の駅津和野温泉なごみの里 ZEB 化改修事業 

 

２ 計画施設概要 

本業務の対象となる施設（以下「対象施設」という。）の概要は次のとおりとする。 

  (1) 施設名称 道の駅津和野温泉なごみの里 

  (2) 敷地の場所 島根県鹿足郡津和野町鷲原イ 257番地 

  (3) 施設用途 飲食店・物品販売店、公衆浴場 

 

３ 適用 

   本特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）に記載された特記事項については

「○・」印が付いたものを適用する。「○・」印の付かない場合は、「※」印を適用する。 

  「○・」印と「○※」印が付いた場合は共に適用する。 

  

４ 設計与条件 

  (1) 敷地の条件 

   ア．敷地の面積  15,401.70 ㎡ 

               ＊道の駅の敷地、管理敷地とは異なる 

   イ．用途地域  指定なし 

  (2) 施設の条件 

   ア．施設の延べ面積 2650.83 ㎡ 

    

   イ．主要構造  地上１階建鉄筋コンクリート造 

  (3) 設計与条件の資料 

    設計与条件については、次の資料による。 

    ・既存図面 

    

  (4) 施工の詳細要件 

     施工の詳細要件については「別紙３ 導入工事特記仕様書」を確認のうえ設

計に盛り込むこと。 

 

Ⅱ 業務仕様 

   本特記仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書」
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による。 

  

１ 設計業務の内容及び範囲 

  (1) 一般業務の範囲 

    ○・建築（総合）設計に関する標準業務（設計意図の伝達業務を除く） 

    ○・電気設備設計に関する標準業務（設計意図の伝達業務を除く） 

    ○・機械設備設計に関する標準業務（設計意図の伝達業務を除く） 

（設計に関する業務範囲） 

業務内容項目 業務範囲の考え方 

(1)要求の確認 

(ⅰ)建築主の要求等の確認 監督員が調整、確認を行う業務を除く 

(ⅱ)設計条件の変更等の協議 監督員が調整、確認を行う業務を除く 

(2)法令上の諸条件の

調査及び関係機関

との打合せ 

(ⅰ)法令上の諸条件の調査 対象 

(ⅱ)建築確認申請に係る関係

機関との打合せ 
対象外（建築確認申請不要の場合） 

(3)設計方針の策定 

(ⅰ)総合検討 監督員が調整、検討を行う業務を除く 

(ⅱ)設計のための基本事項の

確定 
監督員が調整、検討を行う業務を除く 

(ⅲ)設計方針の策定及び建築

主への説明 
監督員が策定、説明を行う業務を除く 

(4)設計図書の作成 

(ⅰ)設計図書の作成 
町が提供する設計図書データを使用するも

のについての当該図書の作成業務を除く 

(ⅱ)建築確認申請図書の作成 対象外（建築確認申請不要の場合） 

(5)概算工事費の検討 対象 

(6)設計内容の建築主への説明等 監督員が調整、説明を行う業務を除く 

  (2) 追加業務の内容及び範囲 

    ○・積算業務 

    ○・建築積算    

    ○・電気設備積算  

    ○・機械設備積算  

   ・透視図作成 

     〔種類（ ） 判の大きさ（ ） 枚数（ ） 額の有無（ ） 材質（ ）〕 
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   ・透視図の写真撮影 

     〔カット枚数（ ） 判の大きさ（ ） 白黒・カラーの別（ ） 電子データ（ ）〕 

   ・模型製作 

     〔縮尺（ ） 主要材料（ ） ケースの有無（ ） 材質（ ）〕 

   ・模型の写真撮影 

     〔カット枚数（ ） 判の大きさ（ ） 白黒・カラーの別（ ） 電子データ（ ）〕 

   ・計画通知手続き業務（※手数料の納付は含まない・含む） 

   ○・関係法令等に基づく各種申請手続き業務 

   ・防災計画評定又は防災性能評定に関する申請手続き業務 

   ・省エネルギー関係計算書の作成及び申請手続き業務 

   ○・建築物省エネルギー性能表示制度（BELS）における ZEB Ready の認定取得

業務 

     建築物省エネルギー性能表示制度の第三者認証を行う機関へ申請を行い、

ZEB Ready の認定を取得すること。申請内容には企画提案書の内容を反映

し、原則として補助事業申請時と同じ計算方法を用いて申請を行うこと。 

   ・リサイクル計画書の作成 

   ○・概略工事工程表の作成 

   ・住民説明等に必要な資料の作成（法令等に基づくものを除く。） 

 

 ２ 業務の実施 

 (1) 一般事項 

ア．設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準に基づき行う。 

イ．積算業務は、監督員の承諾を受けた設計図書及び適用基準に基づき行う。 

ウ．監督員の指示により、「設計説明書」に必要事項を記入のうえ、関連する資料

とともに監督員に提出する。 

エ．プロポーザル方式により設計業務を受注した場合は、企画提案書により提案

した内容を当該業務に反映する。 

オ．一次エネルギー消費量の計算の結果、一次エネルギー削減率が補助事業の交

付決定時の値より４ポイント以上下回った場合は、設計の内容を見直し、補

助事業の要件を満たす設計とすること。 

  (2) 適用基準等 

    本業務には次に掲げる技術基準等を適用する。受注者は業務の対象である施

設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施し

なければならない。なお、最新版を適用する。 

   ア．共通 

    ○・公共住宅建設工事共通仕様書解説書 
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    ○・公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 

    ○・公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）     

○・公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 

    ○・公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編） 

    ○・公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） 

    ○・公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） 

    ○・公共建築設計業務委託共通仕様書 

 イ．建築 

    ○・建築工事監理指針 

    ○・建築改修工事監理指針 

    ○・建築設計基準 

    ○・建築工事標準詳細図（建築工事編） 

   ウ．設備 

    ○・建築設備設計基準 

    ○・公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） 

    ○・公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） 

    ○・公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） 

    ○・公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 

    ○・公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） 

    ○・公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） 

    ・排水再利用・雨水利用システム計画基準 

    ・建築設備耐震設計・施工指針 

    ・建築設備設計計算書作成の手引 

    ・食品ごみ処理設備設計計画指針 

   エ．積算 

    ○・公共建築工事積算基準 

    ○・公共建築工事標準単価積算基準 

    ○・公共建築数量積算基準 

    ○・公共建築設備数量積算基準 

○・公共建築工事共通費積算基準 

○・公共建築工事積算基準等資料 

  (3) 提出書類 

    業務実績情報の登録の要否 

   ・要 

    受注者は、公共建築設計者情報システム（PUBDIS）に「業務カルテ」を登

録する。なお、登録に先立ち、登録内容について、監督員の承諾を受ける。又、
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業務完了検査時には、登録されることを証明する資料として、「業務カルテ仮

登録（監督員の押印済み）」を検収員に提出し確認を受け、業務完了後に速や

かに登録を行う。 

   ○・不要 

 (4) 業務計画書 

   業務計画書には、次の内容を記載する。なお、業務計画書は配置技術者名簿、

設計方針及び業務工程とする。 

   ア． 簿設計方針 

   イ． ZEB プランナー登録番号 

   ウ． 配置技術者名 

   エ． 業務工程 

   オ． その他、監督員の指示する事項 

  (5) 業務行程表 

    業務行程表には、次の内容を記載する。 

   ア． 受注者が設計業務の節目毎に行う現地調査及び確認の時期 

   イ． 成果物の提出時期 

ウ． 建築物省エネルギー性能表示制度（BELS）の認定取得時期 

（令和８年２月１０日までに取得できる工程とすること） 

エ． その他、監督員の指示する事項 

  (6) 管理技術者等の資格要件 

   ア．管理技術者 

   ○・建築士法(昭和 25 年法律第 202 号以下同じ。)第２条第２項に規定する一級建

築士 

   ・建築士法第２条に規定する一級建築士又は二級建築士 

   ・建築士法第 20 条第５項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土

交通大臣が定める資格を有する者 

   イ．主任担当技術者 

    主任担当技術者の資格要件は次による。 

   ○・  一級電気工事施工管理技士又は一級管工事施工管理技士の資格を有し、既存

公共施設の ZEB化設計の実績を有する者。 

  (7) 貸与資料等 

   ア．既存設計図書等 

   ○・既存建築物設計図書（ ○・一式 ○・意匠図 ○・構造図 ・構造計算書 ） 

   ・既存工作物設計図書（ ・一式 ・意匠図 ・構造図 ・構造計算書 ） 

   イ．既存資料 

   ・既存敷地調査資料（柱状図） 
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   ・耐震診断報告書 

   ・耐震改修計画報告書 

   ウ．資料の貸与及び返却 

  ・貸与場所（※監督員の指示による） 

  ・貸与時期（※監督員の指示による） 

  ・返却場所（※監督員の指示による） 

  ・返却時期（※監督員の指示による） 

  (8) 打合せ及び記録 

    打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、監督員に提出する。 

   ア．業務着手時 

   イ．受注者が設計業務の節目毎に行う現地調査及び確認の時期 

   ウ．監督員又は管理技術者が必要と認めた時 

  (9) その他、業務の履行に係る条件等 

   ア．指定部分の範囲（        ） 

    ・指定部分の履行期限（令和  年  月  日） 

   イ．成果物の提出場所（つわの暮らし推進課） 

   ウ．成果物の取り扱いについて 

提出された CAD データについては、当該施設に係る工事の請負業者に貸与

し、当該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の

維持管理に使用することがある。 

   エ．写真の著作権の権利等について 

受注者は写真の撮影を再委託する場合は、次の事項を条件とすること。 

① 写真は、町が行う事務並びに町が認めた公的機関の広報に無償で使用する

ことができる。この場合において、著作者名を表示しないことができる。 

② 次に掲げる行為をしてはならない。（ただし、あらかじめ発注者の承諾を受

けた場合は、この限りではない。） 

1) 写真を公表すること。 

2) 写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。 
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３ 成果物、提出部数等 

 

成果物等 原図 製本形態 

ア．建築（総合） 

○・建築（総合）設計図 

  建築物概要書 

  仕様書 

  仕上表 

  面積表及び求積図 

  敷地案内図 

 

各１部及び電子データ 

 

 

 

A4 ファイル綴じ 

 

  平面図（各階） 

  断面図 

  立面図（各面） 

  平面詳細図 

  部分詳細図（断面含む） 

  建具表   

・工事費概算書 

・建築確認申請図書 

・中高層建築物の届出書 

・建築工事届 

○・その他関係法令に基づく図書 

○・監督員の指示する図書 

各１部及び電子データ 

 

A4 ファイル綴じ 

 

イ．建築（構造） 

・建築（構造）設計図 

  仕様書 

  構造基準図 

  伏図（各階） 

  軸組図 

  部材断面表 

  各部断面図 

  標準詳細図 

  各部詳細図 

・構造計算書 

・工事費概算書 

・建築確認申請図書 

 

各１部及び電子データ 

 

 

 

 

 

 

 

A4 ファイル綴じ 
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・監督員の指示する図書 

ウ．電気設備 

○・電気設備設計図 

  仕様書 

  敷地案内図 

  配置図 

  電灯設備図 

  動力設備図 

  受変電設備図 

  発電設備図 

  BEMS 図 

○・電気設備設計計算書 

・工事費概算書 

・建築確認申請図書 

・中高層建築物の届出書 

○・監督員の指示する図書 

 

各１部及び電子データ 

 

 

 

 

 

 

 

A4 ファイル綴じ 

 

エ．機械設備 

○・空気調和設備設計図 

  仕様書 

  配置図 

  機器表 

  換気設備図 

  自動制御設備図 

  屋外設備図 

○・給排水衛生設備設計図 

  仕様書 

  配置図 

  機器表 

  衛生器具設備図 

  給水設備図 

  排水設備図 

  給湯設備図 

  ガス設備図 

屋外設備図 

○・空気調和設備設計計算書 

 

各１部及び電子データ 

 

 

 

 

 

 

 

A4 ファイル綴じ 
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○・給排水衛生設備設計計算書 

・昇降機設備設計計算書 

・工事費概算書 

・建築確認申請図書 

・中央層建築物の届出書 

○・監督員の指示する図書 

 

オ．建築積算 

○・建築工事費内訳書  

○・建築工事積算数量調書  

○・見積書等関係資料 

 

各１部及び電子データ 

 

 

A4 ファイル綴じ 

 

カ．電気設備積算 

○・電気設備工事費内訳書 

○・電気設備工事積算数量調書 

○・見積書等関係資料 

 

各１部及び電子データ 

 

 

 

A4 ファイル綴じ 

キ．機械設備積算 

○・機械設備工事費内訳書 

○・機械設備工事積算数量調書 

○・見積書等関係資料 

 

各１部及び電子データ 

 

 

A4 ファイル綴じ 

ク．その他 

・バリアフリー法認定図書 

・消防用設備等の設置計画図書 

○・その他関係法令に基づく図書 

○・監督員の指示する図書 

・省エネルギー法関係図書 

・透視図 

・透視図の写真 

・模型 

・模型の写真 

・防災計画書 

・リサイクル計画書 

 

各１部及び電子データ 

 

 

A4 ファイル綴じ 
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・設計説明書 

○・概略工事工程表 

・営繕事業広報ポスター 

・施設使用条件書 

・建築物総合環境性能評価システム

（CASBEE） 

・グリーン診断・改修計画システム

（GBES-Re） 

・照査報告書（各段階を含む。） 

○・ 建築物省エネルギー性能表示制

度（BELS）評価書 

○・ 省エネルギー評価結果表示用プ

レート 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケ．資料 

○・各種技術資料 

○・各記録書 

 

 

各１部及び電子データ 

 

 

A4 ファイル綴じ 

 

 

(注) ：設計図は適宜追加してもよい。 

  ：電子データ等の提出については、CAD データ及び PDF データで提出する。 

   

 


